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一 

 



 

一
の
2
に
つ
い
て 

一
の
1
に
つ
い
て 

二
の
1
に
つ
い
て 

只
見
川
及
び
阿
賀
野
川
の
只
見
川
と
の
合
流
点
か
ら
河
口
ま
で
の
区
間
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ダ
ム
（
河
川
管
理
施
設
等
構

造
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
九
号
）
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
ダ
ム
以
外
の
ダ
ム
を
い
う
。
四
の
1
を
除
き
、
以
下

同
じ
。
）
の
名
称
、
設
置
者
及
び
管
理
者
、
目
的
、
ダ
ム
の
堤
体
部
（
ダ
ム
の
堤
体
、
洪
水
吐
き
及
び
減
勢
工
を
い
う
。
以 

 
 

 

下
同
じ
。
）
の
所
在
す
る
町
村
名
並
び
に
有
効
貯
留
量
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。 

奥
只
見
ダ
ム
が
決
壊
し
た
場
合
の
被
害
予
測
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
ダ
ム
建
設
時
に
お
い
て
、
旧
電
気
事
業
法
（
昭
和
六

年
法
律
第
六
十
一
号
）
及
び
旧
河
川
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
十
分
な
審
査
を
行
っ
た
上
で
許

認
可
を
行
っ
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

我
が
国
に
お
い
て
、
貯
水
池
の
水
位
が
常
時
満
水
位
以
上
で
あ
る
場
合
に
堤
体
部
の
水
平
投
影
部
の
地
下
（
以
下
「
堤
体

部
地
下
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
掘
削
工
事
が
行
わ
れ
た
ダ
ム
の
事
例
に
つ
い
て
、
そ
の
ダ
ム
の
名
称
、
所
在
す
る
市
町
名 

衆
議
院
議
員
石
毛
鍈
子
君
提
出
奥
只
見
発
電
所
増
設
工
事
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

二
の
3
に
つ
い
て 

二
の
2
に
つ
い
て 

既
設
ダ
ム
（
建
設
が
完
了
し
、
管
理
中
の
ダ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
堤
体
部
地
下
の
掘
削
行
為
が
電
気
工
作
物 

 
 

（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
電
気
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
置 

 

又
は
変
更
の
工
事
に
当
た
る
場
合
に
は
、
通
商
産
業
大
臣
が
、
電
気
事
業
法
第
四
十
七
条
及
び
第
四
十
八
条
に
基
づ
き
、
当

該
工
事
の
工
事
計
画
が
、
発
電
用
水
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
九
号
）
に
適
合
し

て
い
る
か
ど
う
か
審
査
を
行
っ
て
い
る
。 

お
尋
ね
の
工
事
は
、
奥
只
見
発
電
所
の
増
設
計
画
に
基
づ
き
建
設
さ
れ
る
予
定
の
地
下
発
電
所
周
辺
の
地
質
状
況
を
把
握

す
る
等
の
た
め
事
業
者
が
行
っ
て
い
る
調
査
に
係
る
工
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
該
工
事
は
奥
只
見
ダ
ム
堤
体
部
か 

ま
た
、
既
設
ダ
ム
の
堤
体
部
地
下
の
掘
削
行
為
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
河
川
管
理
者
が
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
六
十
七
号
）
に
基
づ
き
、
当
該
行
為
が
行
わ
れ
て
も
既
設
ダ
ム
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
河
川
管
理
施
設
等

構
造
令
等
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

及
び
当
該
掘
削
工
事
の
内
容
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。 

四 

 



 

三
の
1
に
つ
い
て 

ら
約
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
区
域
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
区
域
は
河
川
区
域
外
で
あ
る
た
め
、
河
川
法
に

基
づ
く
許
可
に
係
る
審
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。 

本
工
事
は
、
ダ
ム
堤
体
部
地
下
の
ト
ン
ネ
ル
掘
削
工
事
で
は
な
く
、
奥
只
見
発
電
所
の
増
設
計
画
に
基
づ
き
建
設
さ
れ
る

予
定
の
地
下
発
電
所
周
辺
の
地
質
状
況
を
把
握
す
る
等
の
た
め
事
業
者
が
行
っ
て
い
る
調
査
に
係
る
工
事
で
あ
る
。
崩
落 

は
、
工
事
を
中
止
し
て
い
た
平
成
七
年
十
一
月
か
ら
平
成
八
年
七
月
に
か
け
て
の
間
に
、
奥
只
見
ダ
ム
堤
体
部
か
ら
約
二
百

六
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
本
調
査
横
坑
内
部
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。 

崩
落
の
発
生
し
た
調
査
横
坑
は
電
気
工
作
物
に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
電
気
事
業
法
等
に
基
づ
く
報
告
義
務
は
な
い 

が
、
奥
只
見
発
電
所
増
設
工
事
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
電
気
事
業
者
を
一
般
的
に
監
督
す
る
観
点
か
ら
、
通
商
産
業
大

臣
が
当
該
事
業
者
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

崩
落
箇
所
は
一
か
所
で
あ
る
が
、
発
生
回
数
及
び
日
時
は
特
定
で
き
て
い
な
い
。
崩
落
範
囲
は
、
長
さ
約
二
十
メ
ー
ト 

 

ル
、
幅
約
七
～
八
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
六
～
七
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。 

崩
落
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
、
平
成
八
年
七
月
二
十
二
日
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
に
対
し
、 

五 

 



 

三
の
3
に
つ
い
て 

三
の
2
に
つ
い
て 

同
年
七
月
二
十
六
日
新
潟
県
環
境
生
活
部
環
境
企
画
課
に
対
し
及
び
同
年
八
月
九
日
建
設
省
北
陸
地
方
建
設
局
に
対
し
、
そ

れ
ぞ
れ
連
絡
を
す
る
と
と
も
に
、
同
年
九
月
二
十
日
山
口
営
林
署
に
対
し
届
出
を
行
っ
て
い
る
。 

事
業
者
に
お
い
て
は
、
本
調
査
横
坑
の
位
置
が
ダ
ム
堤
体
部
か
ら
約
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
と
十
分
離
れ
た
位
置
に
あ
る

こ
と
、
横
坑
規
模
が
小
さ
い
こ
と
、
地
質
が
全
体
的
に
良
好
な
こ
と
、
崩
落
箇
所
が
ダ
ム
堤
体
部
か
ら
約
二
百
六
十
メ
ー
ト 

本
調
査
横
坑
の
地
質
は
、
水
を
含
む
と
膨
張
す
る
脆
弱
な
蛇
紋
岩
が
崩
落
箇
所
に
局
所
的
に
分
布
し
て
い
る
も
の
の
、
全

体
的
に
良
好
で
あ
り
、
崩
落
箇
所
は
、
掘
削
当
時
は
安
定
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
成
七
年
十
一
月
か
ら
平
成
八
年

七
月
に
か
け
て
工
事
を
中
断
し
た
際
に
本
調
査
横
坑
内
の
排
水
を
停
止
し
た
こ
と
か
ら
、
横
坑
が
水
没
し
、
横
坑
周
辺
の
緩

ん
だ
蛇
紋
岩
が
水
を
含
み
横
坑
内
部
に
膨
張
し
て
強
度
が
低
下
し
た
た
め
、
崩
落
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
対
策
に
つ
い
て
は
、
崩
落
箇
所
の
空
洞
を
モ
ル
タ
ル
等
で
充
て
ん
し
た
後
、
崩
落
し
た
岩
石
を
除
去
し
、
鋼
製
支

保
工
と
吹
付
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
補
強
し
復
旧
し
た
も
の
で
あ
る
。 

お
尋
ね
の
件
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

六 

 



 

三
の
5
に
つ
い
て 

三
の
4
に
つ
い
て 

こ
れ
ら
の
崩
壊
の
主
な
原
因
は
、
掘
削
勾
配
が
急
で
あ
っ
た
こ
と
、
雪
解
け
の
水
が
浸
透
し
た
こ
と
等
と
考
え
ら
れ
る
。 

な
お
、
本
件
調
査
横
坑
工
事
は
河
川
区
域
外
の
土
地
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
河
川
法
に
基
づ
く
許
可
に

係
る
審
査
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
河
川
管
理
者
は
、
崩
落
の
発
生
後
、
事
業
者
か
ら
崩
落
の
状
況
及
び
復
旧
対
策
の
内
容

に
つ
き
報
告
を
受
け
、
河
川
法
第
七
十
八
条
に
基
づ
く
ダ
ム
の
立
入
検
査
等
の
必
要
は
な
い
も
の
と
判
断
し
た
も
の
で
あ 

る
。 工

事
記
録
に
よ
れ
ば
、
奥
只
見
ダ
ム
基
礎
岩
盤
の
掘
削
工
事
中
の
昭
和
三
十
四
年
八
月
二
十
六
日
に
、
ダ
ム
右
岸
上
部
斜

面
の
掘
削
面
か
ら
約
百
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
と
推
定
さ
れ
る
崩
壊
が
発
生
し
、
同
年
九
月
十
三
日
ま
で
断
続
的
に
続
い
た
。 

ル
と
十
分
離
れ
た
位
置
に
あ
り
、
か
つ
、
崩
落
が
小
規
模
で
あ
る
こ
と
等
に
照
ら
し
、
今
回
の
よ
う
な
崩
落
が
、
ダ
ム
崩
壊

に
つ
な
が
る
危
険
性
は
な
い
も
の
と
判
断
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。 

ま
た
、
昭
和
三
十
五
年
三
月
十
五
日
に
ダ
ム
右
岸
上
部
斜
面
で
崩
壊
が
発
生
し
、
同
月
二
十
一
日
ま
で
断
続
的
に
続
い
た
。 

お
尋
ね
の
件
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

七 

 



 

三
の
8
に
つ
い
て 

三
の
7
に
つ
い
て 

三
の
6
に
つ
い
て 

追
加
工
事
に
伴
う
穴
開
け
部
周
辺
コ
ン
ク
リ
ー
ト
及
び
地
下
空
洞
周
辺
の
応
力
状
態
に
つ
い
て
の
構
造
上
の
安
全
性
並
び

に
ダ
ム
堤
体
の
安
定
性
に
つ
き
、
追
加
工
事
の
工
事
計
画
が
、
発
電
用
水
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

ど
う
か
、
通
商
産
業
大
臣
が
工
事
計
画
の
認
可
に
先
立
っ
て
審
査
し
て
い
る
。 

既
設
ダ
ム
に
お
い
て
、
堤
体
を
掘
削
し
て
穴
を
開
け
、
発
電
機
を
設
置
し
た
も
の
の
事
例
に
つ
い
て
、
そ
の
ダ
ム
の
名
称

と
発
電
機
を
設
置
し
た
年
月
日
は
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。 

崩
落
の
発
生
し
た
調
査
横
坑
は
電
気
工
作
物
に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
電
気
事
業
法
等
に
基
づ
く
報
告
義
務
は
な
い 

が
、
奥
只
見
発
電
所
増
設
工
事
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
電
気
事
業
者
を
一
般
的
に
監
督
す
る
観
点
か
ら
、
通
商
産
業
大

臣
が
当
該
事
業
者
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

崩
落
の
発
生
日
時
に
つ
い
て
は
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
事
業
者
が
崩
落
箇
所
を
目
視
確
認
し
た
日
付
と
し
て
は
、
平
成
八 

奥
只
見
ダ
ム
本
体
の
工
事
計
画
認
可
に
当
た
っ
て
は
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
工
事
は
想
定
し
て
い
な
い
。 八 

 



 

三
の
9
及
び
10
に
つ
い
て 

崩
落
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
が
、
平
成
八
年
七
月
二
十
二
日
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
に
対
し
、

同
年
七
月
二
十
六
日
新
潟
県
環
境
生
活
部
環
境
企
画
課
に
対
し
及
び
同
年
八
月
九
日
建
設
省
北
陸
地
方
建
設
局
に
対
し
、
そ

れ
ぞ
れ
連
絡
を
す
る
と
と
も
に
、
同
年
九
月
二
十
日
山
口
営
林
署
に
対
し
届
出
を
行
っ
て
い
る
。 

崩
落
の
発
生
し
た
日
時
が
不
明
の
た
め
、
崩
落
が
満
水
時
期
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
ダ
ム
下
流
の
地
下
水
位
は

奥
只
見
ダ
ム
の
水
位
に
か
か
わ
ら
ず
年
間
を
通
じ
て
ほ
ぼ
一
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
崩
落
の
誘
発
の
原
因
が
ダ
ム
の
満
水
に

伴
う
高
い
地
下
水
圧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
崩
落
の
原
因
は
、
平
成
七
年
十
一
月
か
ら
平
成
八
年
七
月
に
か

け
て
工
事
を
中
断
し
た
際
に
本
調
査
横
坑
内
の
排
水
も
停
止
し
た
こ
と
か
ら
、
横
坑
が
水
没
し
、
横
坑
周
辺
の
緩
ん
だ
蛇
紋

岩
が
水
を
含
み
横
坑
内
部
に
膨
張
し
て
強
度
が
低
下
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

崩
落
箇
所
に
つ
い
て
は
、
ハ
ン
レ
イ
岩
と
粘
板
岩
に
挟
ま
れ
て
局
所
的
に
分
布
す
る
蛇
紋
岩
部
分
が
崩
落
し
た
も
の
で
あ

る
。 

年
七
月
十
五
日
及
び
十
七
日
で
あ
る
。 

お
尋
ね
に
あ
る
崩
落
箇
所
の
規
模
、
湧
水
量
、
湧
水
箇
所
、
遊
離
石
灰
の
融
出
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
事
実
で
あ
る
。 

九 

 



 

三
の
11
に
つ
い
て 

復
旧
は
、
平
成
八
年
八
月
八
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
一
日
ま
で
の
間
と
、
平
成
九
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま

で
の
間
の
二
回
に
わ
た
り
実
施
し
て
い
る
。 

復
旧
方
法
は
、
崩
落
部
分
の
空
洞
を
モ
ル
タ
ル
等
で
充
て
ん
し
た
後
、
崩
落
し
た
岩
石
を
除
去
し
、
鋼
製
支
保
工
と
吹
付

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
補
強
し
て
い
る
。 

本
件
調
査
横
坑
工
事
は
、
電
気
工
作
物
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
に
該
当
せ
ず
、
ま
た
、
河
川
区
域
外
の
土
地
に
お
い
て

行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
事
業
者
は
、
本
調
査
横
坑
の
復
旧
工
事
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
、
電
気
事
業
法
及
び
河
川

法
に
よ
る
許
認
可
を
得
る
必
要
が
な
い
。 

事
業
者
の
解
析
結
果
に
よ
れ
ば
、
奥
只
見
発
電
所
増
設
計
画
に
お
い
て
増
設
さ
れ
る
地
下
発
電
所
に
か
か
る
圧
力
は
、
天

井
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
に
お
い
て
最
も
大
き
く
、
三
ト
ン
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
る
。 

復
旧
を
行
っ
た
理
由
は
、
本
件
の
崩
落
に
よ
っ
て
、
ダ
ム
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
る
恐
れ
が
生
じ
た
た
め
で
は
な
く
、
本

調
査
横
坑
を
保
全
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。 

な
お
、
本
件
復
旧
工
事
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
、
事
業
者
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
〇 

 



 

四
の
2
に
つ
い
て 

四
の
1
に
つ
い
て 

過
去
五
十
年
間
に
発
生
し
た
ダ
ム
の
損
壊
事
故
と
し
て
把
握
し
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
、
損
壊
し
た
ダ
ム
の
名
称
、
損
壊

の
内
容
及
び
そ
れ
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
評
価
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。 

我
が
国
に
お
い
て
建
設
さ
れ
る
ダ
ム
に
つ
い
て
は
、
河
川
管
理
施
設
等
構
造
令
等
に
よ
り
構
造
上
の
安
全
性
の
確
認
を
行

う
と
と
も
に
、
河
川
管
理
者
に
よ
る
定
期
検
査
、
ダ
ム
の
設
置
者
に
よ
る
管
理
主
任
技
術
者
の
設
置
等
に
よ
り
、
安
全
性
の

確
保
が
図
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

      

一
一 

 



 

 
 別

表
第
一 

           

一
二 

 



 

別
表
第
二 

（
注
）
有
効
貯
留
量
の
単
位
は
千
立
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
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一
三 

 



 

 
 別

表
第
四 

別
表
第
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一
四 

 



 

 

※
図
表
あ
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※
図
表
あ
り 
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